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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

対象鳥獣 イノシシ(イノブタを含む)、カラス類、ハト類、タヌキ、

ノウサギ、ニホンジカ、アライグマ、カワウ、ニホンザル、

カモ類、アナグマ、ハクビシン 

計画期間 令和８年度～令和１０年度 

対象地域 熊本県菊池市 

※イノシシ(イノブタを含む)を以下「イノシシ」という。 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和６年度） 

鳥獣の種類  被害の現状 

品 目 被害数値 

イノシシ 水稲、くり、しいたけ、たけ

のこ、ＷＣＳ 

86.26ha、69,088千円

カラス類 水稲、メロン、ぶどう 0.62ha、 1,459千円

ニホンジカ 水稲、くり、ごぼう 18.7ha、31,442千円

タヌキ スイートコーン、飼料用とう

もろこし、水稲 

0.41ha、   500千円

ハクビシン 水稲、なし 0.11ha、   254千円

アナグマ くり、メロン 0.29ha、   912千円

※ 他に令和６年農林作物の鳥獣被害アンケート調査によりノウサギ、アライグ

マ等による被害も確認している。 

 

（２）被害の傾向 

①イノシシ  

主に菊池・旭志地域の中山間部での被害が多く、夏季から秋季にかけては水

稲・くり、冬季から春季にかけてはしいたけ、たけのこの被害があるなど年間

を通して被害が発生している。 

②カラス類 

主に菊池・七城地域で発生しており、水稲やぶどう、メロンの食害を確認し

た。 

③ニホンジカ 

 主に菊池地域で発生しており、スギやヒノキ等の林業被害が報告されてい

る。 

④タヌキ 

主に七城・旭志地域で発生しており、水稲、スイートコーン、飼料用とうも

ろこしの食害を確認している。 

⑤ハクビシン 

菊池地域で目撃情報があり、水稲やなしへの被害が報告されている。 

⑥アナグマ 

 主に菊池・七城地域で発生しており、くりやメロンへの食害、ビニールハウ



 
 

スの破損などの被害が報告されている。 

⑦アライグマ 

 平成31年２月に初めて雪野地区でアライグマが捕獲され、以後１年に数頭程

度が捕獲されている。特定外来生物なので早急に駆除する必要がある。 

⑧ノウサギ 

 主に菊池地域で発生しており、大豆やＷＣＳ等農作物への被害が報告されて

いる。 

⑨カワウ 

 菊池川流域の本市以外の地域で鮎の被害が確認されており、今後本市でも水

産業被害の発生が懸念される。 

⑩ニホンザル 

本市で目撃されるニホンザルの多くが、群れからはぐれた単独で行動する個

体である。人的被害や農林作物等への被害が懸念されるため、目撃された場合

は、早急に駆除する必要がある。 

   

（３）被害の軽減目標 

指標 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和10年度） 

軽減率 

(面積) 

軽減率 

(被害額) 

イノシシ 86.26ha、69,088 千円 60.38ha、48,362 千円 30％ 30％ 

カラス類 0.62ha、1,459 千円 0.5ha、1,167 千円 20％ 20％ 

ニホンジカ 18.7ha、31,442 千円 13.09ha、22,009 千円 30％ 30％ 

タヌキ 0.41ha、500 千円 0.33ha、400 千円 20％ 20％ 

ハクビシン 0.11ha、254 千円 0.09ha、203 千円 20％ 20％ 

アナグマ 0.29ha、912 千円 0.23ha、730 千円 20％ 20％ 

その他 0.58ha、3,782 千円 0.46ha、3,026 千円 20％ 20％ 

合計 106.97ha、107,437 千円 75.08ha、75,897 千円 30％ 30％ 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕獲等

に関す

る取組 

平成17年の市町村合併以前か

ら、旧市町村単位で有害鳥獣捕

獲班が整備されており、合併後、

捕獲体制を一本化し、菊池市有

害鳥獣捕獲協議会を設立し、年

間の有害鳥獣捕獲業務を委託し

てきた。捕獲手段についてはわ

なを用いた捕獲を中心に実施

し、必要に応じ、銃器で捕獲を

実施してきた。市単独事業で、

初めて狩猟免許を取得する方に

定額1万円の補助金を支給して

捕獲従事者の職業が多種多様で

あり、休日等でなければ捕獲従事

者が揃わない班もあるなど、被害

発生から捕獲を実施するまで、時

間を要する場合がある。また、燃

料費、弾代の高騰により、捕獲従

事者の費用負担が過大しており、

費用負担軽減についても課題とな

っている。 



 
 

いる。 

長距離無線式捕獲通知機器を

導入し、捕獲のＤＸ化により、

隊員のわなの見回りの労力の軽

減と捕獲の効率化を図ってい

る。 

防護柵

の設置

に関す

る取組 

市単独事業で、侵入防止柵を

設置する方に事業費の1/3(個

人)又は1/2(団体)の補助金を支

給している。※上限５万円 

森林環境保全事業を活用し、

菊池森林組合等が事業主体とな

りシカ被害防止ネットの設置を

行っている。 

侵入防止柵を設置した場合、草

刈をする必要性があるなど管理が

行き届かなければ効果が半減する

が、設置後の管理は不要と思われ

ている方が多いと思われるため、

その設備の適切な管理の周知徹底

が課題となっている。 

生息環

境管理

その他

の取組 

防護柵設置と併せて、周辺農地

の草刈りの実施、放任果樹の除

去について説明するなど生息環

境の整備に関する取組を行って

いる。 

取組の対象範囲が、柵設置関係

者など限定的であるため、今後は

全市的に広く啓発を行っていく必

要がある。 

 

（５）今後の取組方針 

本市における令和６年度の有害鳥獣による被害額は、107,437千円で、被害

面積が106.97haとなった。 

 主な被害として、イノシシによる水稲、くり、飼料用とうもろこし、の被害、

カラスによるぶどうやメロンの被害、タヌキ、アナグマ等によるスイートコー

ン、飼料用とうもろこし等の被害が挙げられる。 

 本市では、本計画を策定するにあたり、被害面積の軽減目標を令和６度より

30％減の75.08haとし、被害額の軽減目標を令和６年度より30％減の75,897千

円とする。 

これまで本市では菊池市有害鳥獣捕獲協議会に有害鳥獣の捕獲業務を委託

し、捕獲を中心とし有害鳥獣の個体数調整による被害防止対策を図ってきた。

 しかし、より一層の被害の軽減を図るため、捕獲と併せ、平成20年度から市

の単独補助による鳥獣害防止対策事業（防止柵等の経費に対する補助）を実施

し、イノシシ等の有害鳥獣の侵入防止対策を図っている。 

鳥獣による農林業の被害が増加していることから、今後も、引き続き侵入防

止柵設置を推進するとともに、設置後の管理を指導する。 

その他にも、狩猟免許を持たない農業者にロケット花火を無償で配布し、鳥

類からの被害防止を図る。 

 

※今後の計画 

①「鳥獣の捕獲」、「柵の設置による侵入防止」及び「生息環境整備」の鳥獣

対策の３本柱を徹底した被害防止対策を講じる。 



 
 

②関係機関と連携して、広域的な有害鳥獣の生息状況調査を進める。 

③市民へ「えづけＳＴＯＰ！対策」の周知を徹底するため、ＨＰへの掲載や集

落学習会を開催し、地域ぐるみで行う鳥獣被害防止に関する知識の普及を図

る。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

菊池市有害鳥獣捕獲協議会に年間の有害鳥獣捕獲業務を委託し、農林業者等か

らの被害報告を受けて被害調査を実施し、捕獲が必要と認められる場合は市よ

り有害鳥獣捕獲許可を受け捕獲を実施し、有害鳥獣の個体数調整に努める。ま

た、捕獲従事者となる担い手の確保のために、県が認定している認定鳥獣捕獲

等事業者の活用に努める。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

 年度  対象鳥獣 取組内容 

８ 

イノシシ、カラス類

ハト類、タヌキ、ノ

ウサギ、ニホンジ

カ、アライグマ、カ

ワウ、カモ類、アナ

グマ、ハクビシン 

 菊池市有害鳥獣捕獲協議会に対し、年間を通じ

捕獲業務を委託し、銃器及びわなによる捕獲を実

施する。捕獲のＤＸ化により、隊員のわなの見回

りの労力の軽減と捕獲の効率化を図る。 

９ 

イノシシ、カラス類

ハト類、タヌキ、ノ

ウサギ、ニホンジ

カ、アライグマ、カ

ワウ、カモ類、アナ

グマ、ハクビシン 

 菊池市有害鳥獣捕獲協議会に対し、年間を通じ

捕獲業務を委託し、銃器及びわなによる捕獲を実

施する。捕獲のＤＸ化により隊員のわなの見回り

の労力の軽減と捕獲の効率化を図る。 

１０ 

イノシシ、カラス類

ハト類、タヌキ、ノ

ウサギ、ニホンジ

カ、アライグマ、カ

ワウ、カモ類、アナ

グマ、ハクビシン 

 菊池市有害鳥獣捕獲協議会に対し、年間を通じ

捕獲業務を委託し、銃器及びわなによる捕獲を実

施する。ＤＸ化により隊員のわなの見回りの労力

の軽減と捕獲の効率化を図る。 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

捕獲計画数等の設定の考え方 

 捕獲計画は第二種特定鳥獣管理計画に基づいて捕獲数等の設定を行う。 

① イノシシ 

捕獲実績 令和４年度1,214頭、５年度993頭、６年度1,240頭 

本市の農林作物の被害の大半を占めており、平成25年度以降、捕獲数は増加

している。このようなことから、過去の被害状況を踏まえ、連続して被害が発

生している地域においては予察捕獲を実施し、新たに被害が発生した場合にお



 
 

いては必要に応じて対処での捕獲を行う。令和８年度から令和１０年度３カ年

間の総計画捕獲数を3,900頭とする。 

②カラス類 

捕獲実績 令和４年度112羽、５年度69羽、６年度77羽 

野菜等への被害が確認されており、継続して捕獲を行っていく。令和８年度

から令和１０年度３カ年間の総計画捕獲数を900羽とする。 

③ニホンジカ 

 捕獲実績 令和４年度220頭、５年度258頭、６年度245頭 

 本市及び近隣市町において、ニホンジカによる樹木への剥皮被害が見受けら

れるようになってきた。また、年間捕獲頭数も急激に増加しており、農林業へ

深刻な被害を与えることが懸念される。令和８年度から令和１０年度３カ年間

の総計画捕獲数を900頭とする。 

④カモ類 

 本市での捕獲実績はないが、れんこんや小麦の被害を確認しているため、被

害の拡大が起こる前に捕獲を実施する。令和８年度から令和１０年度３カ年間

の総計画捕獲数を90羽とする。 

⑤タヌキ 

 スイートコーンや飼料用とうもろこし等への被害が報告されている。 

これまでの捕獲の実績は無いものの、生息数が増加しているという情報もあ

るため、目撃情報を基に捕獲を実施する。令和８年度から令和１０年度３カ年

間の総計画捕獲数を15頭とする。 

⑥ハクビシン 

本市での捕獲実績はないが、新たに農作物の被害を確認したため捕獲を実施

する。令和８年度から令和１０年度３カ年間の総計画捕獲数を３頭とする。 

⑦アナグマ 

 本市での捕獲実績はないが、水稲やメロン等農作物への被害が確認できたた

め捕獲を実施する。令和８年度から令和１０年度３カ年間の総計画捕獲数を6

0頭とする。 

⑧ハト類 

捕獲実績 令和４年度88羽、５年度48羽、６年度188羽 

農林作物の食害、糞害の被害が発生している地域において予察捕獲を実施す

る。令和８年度から令和１０年度３カ年間の総計画捕獲数を600羽とする。 

 

⑨ノウサギ 

 大豆やWCSなど農作物への被害が報告されている。過去の被害状況を踏まえ、

わなによる捕獲を実施する。 

令和８年度から令和１０年度３カ年間の総計画捕獲数を60頭とする。 

⑩アライグマ 

 特定外来生物なので、早急な捕獲が必要となる。繁殖の拡大が起こる前に目

撃情報などを基に早期に箱わなでの捕獲に努める。 

令和８年度から令和１０年度３カ年間の総計画捕獲数を30頭とする。 

⑪カワウ 



 
 

 菊池川で、アユ等の食害が確認されており、被害の拡大が起こる前に漁協と

連携し捕獲に努める。令和８年度から令和１０年度３カ年間の総計画捕獲数を

90羽とする。 

⑫ニホンザル 

 本市の山間部で、目撃情報があるため、人身被害等が起こる前に早期に駆除

をする必要がある。令和８年度から令和１０年度３カ年間の総計画捕獲数を６

頭とする。 

対象鳥獣 
捕獲計画数等 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

イノシシ １，３００頭 １，３００頭 １，３００頭 

カラス類 ３００羽 ３００羽 ３００羽 

ニホンジカ ３００頭 ３００頭 ３００頭 

カモ類 ３０羽 ３０羽 ３０羽 

タヌキ ５頭 ５頭 ５頭 

ハクビシン １頭 １頭 １頭 

アナグマ ２０頭 ２０頭 ２０頭 

ハト類 ２００羽 ２００羽 ２００羽 

ノウサギ ２０頭 ２０頭 ２０頭 

アライグマ １０頭 １０頭 １０頭 

カワウ ３０羽 ３０羽 ３０羽 

ニホンザル ２頭 ２頭 ２頭 

 

捕獲等の取組内容 

菊池市全域において、銃器及び罠を用いて年間を通して有害鳥獣捕獲を実施

する。 

また、長距離無線式捕獲通知機器の購入によりＤＸ化し、わなの見回りの労

力軽減と捕獲の効率化を図る。 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

 散弾銃と比較して、より正確に鳥獣を狙うことができ、射程距離も長いこと

から遠方の鳥獣を捕獲するなど状況に応じてライフル銃を使用する必要があ

る。 
 

（４）許可権限委譲事項 

 対象地域 対象鳥獣 

菊池市 ニホンジカ ハクビシン アナグマ アライグマ カ

ワウ ニホンザル  
  

 

 



 
 

 

４．防護柵の設置その他の対象鳥獣の捕獲以外の被害防止施策に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

 対象鳥獣  整備内容 

令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

イノシシ、 

ニホンジカ 

電気柵 

50,000m 

1,400ha 

ＷＭ柵 

150,000m 

1,400ha 

電気柵 

50,000m 

1,400ha 

ＷＭ柵 

150,000m 

1,400ha 

電気柵 

50,000m 

1,400ha 

ＷＭ柵 

150,000m 

1,400ha 

 

（２）その他被害防止に関する取組 

 年度  対象鳥獣 取組内容 

８ 
イノシシ 

ニホンジカ 

市単独事業で、侵入防止柵を設置する方に事業費の

1/3(個人)又は1/2(団体)の補助金を支給する。 

９ 
イノシシ 

ニホンジカ 

市単独事業で、侵入防止柵を設置する方に事業費の

1/3(個人)又は1/2(団体)の補助金を支給する。 

１０ 
イノシシ 

ニホンジカ 

市単独事業で、侵入防止柵を設置する方に事業費の

1/3(個人)又は1/2(団体)の補助金を支給する。 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

８ 

イノシシ 

カラス類 

ニホンジカ 

カモ類 

タヌキ 

ハクビシン 

アナグマ 

ハト類 

ノウサギ 

アライグマ 

アナグマ 

カワウ 

ニホンザル 

市民への「えづけＳＴＯＰ！対策」の周知を徹底す

るため、ＨＰへ掲載や集落学習会を開催し、地域ぐ

るみで行う鳥獣被害防止に関する知識の普及を図

る。 

また、中山間地直接支払い制度等の活用や農業委員

会との連携により遊休農地の解消、緩衝帯の設置等

の生息環境の管理を推進する。 

９ 

イノシシ 

カラス類 

ニホンジカ 

カモ類 

タヌキ 

ハクビシン 

アナグマ 

ハト類 

ノウサギ 

アライグマ 

同上 



 
 

アナグマ 

カワウ 

ニホンザル 

１０ 

イノシシ 

カラス類 

ニホンジカ 

カモ類 

タヌキ 

ハクビシン 

アナグマ 

ハト類 

ノウサギ 

アライグマ 

アナグマ 

カワウ 

ニホンザル 

同上 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

 おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

菊池市有害鳥獣捕獲隊 捕獲、追い払い 

熊本県県北広域本部農林水産部 情報収集、有害鳥獣捕獲許可 

猟友会菊池支部 捕獲 

菊池警察署 住民避難誘導 

菊池市農林整備課 関係機関への連絡、住民避難誘導 

有害鳥獣捕獲許可 

 

（２）緊急時の連絡体制 

菊池市農林整備課が各関係機関に連絡する。 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

捕獲した鳥獣は、捕獲後速やかに埋設するなど適正に処理する。 



 
 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有 

効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品  

ペットフード 

皮革 

その他 

（油脂、骨製品、角

製品、動物園等での

と体給餌、学術研究

等） 
 
（２）処理加工施設の取組 

先進地の減容化施設の取組を調査する。 

 

（３）捕獲等をした対象鳥獣の有効利用のための人材育成の取組 
 
 

 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）被害防止対策協議会に関する事項 

被害防止対策協議会の名称 菊池市有害鳥獣捕獲協議会 
 
 

構成機関の名称 役 割 

菊池市有害鳥獣捕獲隊 有害鳥獣捕獲の実施（銃器・わな） 

猟友会菊池支部 
有害鳥獣関連情報の提供と捕獲業務実施に係

るオブザーバー 

熊本県鳥獣保護管理員 
有害鳥獣関連情報の提供と捕獲業務実施に係

るオブザーバー 

菊池市経済部 

・経済部長 

・農林整備課 

・農政課 

事務を担当し、関係機関への連絡調整 

鳥獣関連の情報提供 

農林業被害の実態把握 

情報の共有化、広報活動 



 
 

（２）関係機関に関する事項 

 関係機関の名称 役 割 

熊本森林管理署 国有林野の被害情報の提供及び協力 

菊池森林組合 山林所有者の植栽被害の情報提供及び協力 

菊池地域農業協同組合 被害発生場所、規模等の情報提供及び協力 

熊本県農業共済組合菊池支所 被害発生場所、被害額の情報提供及び協力 

熊本県県北広域本部農林部 

アドバイザーとして有害鳥獣関連情報の提供

及び被害防止技術の情報提供、その他必要な

支援を行う。 

菊池川漁業協同組合 菊池川流域の被害情報の提供及び協力 

菊池市農業委員会 
農地所有者への指導 

情報の共有化 

 

（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

①体制 

 隊長1名、班長7名、他43名 

②活動内容 

 農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣であって、市が定める被害

防止計画の対象となっているものの捕獲に関すること。 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

本市の山間部を中心として捕獲従事者の高齢化が進んでおり、今後、捕獲従事

者の減少が懸念される。そのため捕獲従事者の人材確保に努める。 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

本計画に記載しているもののほか、その他必要な事項については、各関係機関

と連携し、農林業被害の低減に努め、農林業作物等の安定生産及び農林業所得

の向上を図る。 
 


